
○国立大学法人横浜国立大学短期間勤務職員就業規則 

(平成20年3月27日規則第50号) 

改正 平成20年3月31日規則第67号 平成21年3月27日規則第33号 

平成22年3月26日規則第54号 平成22年6月17日規則第74号 

平成22年11月24日規則第91号 平成24年3月21日規則第77号 

平成27年3月23日規則第14号 平成27年11月25日規則第77号 

平成29年9月28日規則第85号 令和元年9月12日規則第17号 

令和2年3月25日規則第40号 令和4年9月29日規則第61号 

令和5年9月28日規則第72号 令和6年9月26日規則第49号 

令和7年9月25日規則第54号 令和8年3月26日規則第20号 
 

(目的) 

第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する非常

勤職員のうち、雇用期間が30日を超えない範囲で定められた1週間につき38時間45

分未満、1日につき8時間以内の勤務をする者(以下「短期間勤務職員」という。)の就

業に関し、必要な事項を定める。 

(法令との関係) 

第2条 短期間勤務職員の就業に関しては、この規則の定めによるほか、労働基準法(昭

和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。 

(適用範囲) 

第3条 この規則は、第1条の短期間勤務職員に適用する。 

(遵守遂行) 

第4条 本学及び短期間勤務職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実

行に努めなければならない。 

(採用) 

第5条 短期間勤務職員の採用の選考は、公正に行わなければならない。 

(雇用期間) 

第6条 短期間勤務職員の雇用期間は、30日の範囲内で定めることとし、その終期が採

用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度末までとする。 

2 短期間勤務職員の雇用期間が終了した者を、引き続き短期間勤務職員として採用する

ことはできない。ただし、当初の採用から30日の範囲内であれば、この限りでない。 

(勤務条件の明示) 

第7条 学長は、労基法第15条の規定により、短期間勤務職員の採用に際しては、あら

かじめ次の事項を文書により交付する。 

(1) 雇用契約の期間に関する事項 

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項 



(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日並びに

休暇に関する事項 

(4) 給与に関する事項 

(5) 退職に関する事項 

(配置換) 

第8条 短期間勤務職員は、業務の都合により配置換の命令を受けることがある。 

2 短期間勤務職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。 

(辞職) 

第9条 短期間勤務職員は、辞職しようとする場合においては、事前に書面をもって学長

に申し出なければならない。 

(始業終業等時間) 

第10条 短期間勤務職員の始業、終業の時刻及び休憩時間並びに勤務日は、短期間勤務

職員ごとに学長が定める。 

2 学長は、前項の規定にかかわらず、業務の都合その他の事由により、始業、終業の時

刻及び休憩時間並びに勤務日を短期間勤務職員ごとに変更することができる。 

(給与の区分) 

第11条 短期間勤務職員の給与は、俸給、通勤手当及び超過勤務手当とする。 

(給与の支払い) 

第12条 この規則に基づく給与は、その全額を通貨で直接短期間勤務職員に支払う。た

だし、法令で定められたもの及び労基法第24条第1項ただし書きに規定する労使協定

に基づき、給与の一部を控除して支払うことができる。 

2 前項前段の規定にかかわらず、短期間勤務職員から申出があった場合においては、労

使協定に基づき、その者に対する給与の全額又は一部を、短期間勤務職員が希望する

金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。 

3 いかなる給与も、学長が定めた諸規則に基づかずに短期間勤務職員に対して支払わな

い。 

4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。 

(給与期間) 

第 13 条 短期間勤務職員の給与の計算期間は、一の月の 18 日から翌月 17 日までとする。 

2 学長は、特に必要と認めるときは、前項に掲げる給与の計算期間を短縮することがで

きる。 

(給与の支給日) 

第14条 給与の支給日は、毎月1回、翌月の17日とする。ただし、次の各号に掲げる場

合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。 



(1) 17日が日曜日に当たるとき。 15日(15日が第21条において準用する非常勤職員

就業規則第20条第1項第2号から第5号に掲げる休日(以下この条において「休日」

という。)に当たるときは、18日) 

(2) 17日が土曜日に当たるとき。 16日(16日が休日に当たるときは、15日) 

(3) 17日が休日（第21条において準用する非常勤職員就業規則第20条第1項第4号

に掲げる休日を除く。）に当たるとき。 16日(16日が日曜日に当たるときは、18

日) 

2 前条第2項の規定により、給与の計算期間が短縮された場合において、当該短縮され

た期間の終期が月の末日以前の場合の給与の支給日は、翌月17日(前項各号に該当する

場合は、当該各号に掲げる日)を支給日とする。 

3 第1項本文の規定にかかわらず、通勤手当の支給日は、第17条の7第1項により通勤

手当の額が決定した日の翌月17日(第1項各号に該当する場合は、当該各号に掲げる

日)を支給日とする。 

(非常時払い) 

第15条 短期間勤務職員が、当該短期間勤務職員又はその収入によって生計を維持する

者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てる

ため請求した場合には、前条に規定する給与の支給日前であっても、既往の労働に対

する給与を支給する。 

(端数の取扱い) 

第16条 第21条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当の額を算定する場

合において、当該額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円

未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。 

2 一の給与期間の超過勤務の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満

の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。 

3 一の給与期間の欠勤の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端

数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるものとする。 

(俸給の決定) 

第17条 短期間勤務職員の俸給は時間給とし、当該短期間勤務職員の区分に応じ、次表

により決定する。 

区分 
俸給

額 

アンケートの配付、回収、整理 資料収集、整理 入学試験

の補助者 その他補助的業務 

  

大学在籍者 1,225

円 

大学院在籍者 1,300

円 

前2項以外の者 
 



(1)高卒後4年未満の

者 

1,225

円 

(2)高卒後4年以上9

年未満の者 

1,300

円 

(3)高卒後9年以上の

者 

1,400

円 

専門的知識の提供 大学教員相当と認め

られる者 

5,000

円 

前項以外の者 3,000

円 

備

考 

 大学教員相当と認められる者とは、「国立大学法人横浜国立大学教員資格基準

(平成16年規則第181号)」に合致すると認められる者をいう。 

2 学長は、前項の定めにより難い場合は、その者の知識、経験等を鑑み個別に俸給額を

決定することができる。この場合の俸給額は500円単位で決定するものとする。 

(通勤手当) 

第17条の2 通勤手当は、短期間勤務職員のうち、雇用期間の初日において次の各号の

いずれかに該当する者に支給する。 

(1) 通勤(短期間勤務職員が勤務のため、その者の住居と勤務する部局、附属学校及び

本学が所有する各施設(以下「部局等」という。)との間を往復することをいう。)の

ため交通機関を利用してその運賃を負担する短期間勤務職員(交通機関を利用しなけ

れば通勤することが著しく困難である短期間勤務職員以外の短期間勤務職員であっ

て交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km

未満であるもの及び第3号に掲げる短期間勤務職員を除く。) 

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(本学、国又は地方公共団体の所有に属する

ものを除く。以下「自動車等」という。)を使用する短期間勤務職員(自動車等を使

用しなければ通勤することが著しく困難である短期間勤務職員以外の短期間勤務職

員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離

が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる短期間勤務職員を除く。) 

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用する

短期間勤務職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが

著しく困難である短期間勤務職員以外の短期間勤務職員であって、交通機関を利用

せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距

離が片道2km未満であるものを除く。) 

(4) 前各号に掲げる交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤すること

が著しく困難な短期間勤務職員は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働

省令第22号)別表第1に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な短期間

勤務職員とする。 



2 同一日に複数の部局等に雇用される短期間勤務職員の通勤手当については、合理的な

理由がない限り、一日一回の通勤として算出するものとする。 

3 前2項にかかわらず、次に該当する者には通勤手当は支給しない。 

(1) 短期間勤務職員が学部生又は大学院生で、勤務場所と通学場所が同じである者 

ただし、これによりがたい場合は、学長が別に定める。 

(2) 国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則（平成16年規則第115号）第10

条第3項各号に掲げる各表のうち、非常勤講師として雇用される者で、通勤に相当

する費用を旅費等により実費弁償される者 

(通勤手当の支給額) 

第17条の3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる短期間勤務職員の区分に応じて、当該

各号に掲げる額とする。 

(1) 前条第1項第1号に掲げる短期間勤務職員 次条の規定により算出したその者の

1日の通勤に要する運賃の額(以下「運賃相当額」という。)に一雇用期間における勤

務回数を乗じた額(以下「総運賃相当額」という。) 

(2) 前条第1項第2号に掲げる短期間勤務職員 次に掲げる短期間勤務職員の区分に

応じて、それぞれ次に掲げる額に一雇用期間における勤務回数を乗じた額 

イ 自動車等の使用距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。以

下この号において「使用距離」という。)が片道5km未満である短期間勤務職員 

100円 

ロ 使用距離が片道5km以上10km未満である短期間勤務職員 210円 

ハ 使用距離が片道10km以上15km未満である短期間勤務職員 365円 

ニ 使用距離が片道15km以上20km未満である短期間勤務職員 520円 

ホ 使用距離が片道20km以上25km未満である短期間勤務職員 675円 

ヘ 使用距離が片道25km以上30km未満である短期間勤務職員 830円 

ト 使用距離が片道30km以上35km未満である短期間勤務職員 985円 

チ 使用距離が片道35km以上40km未満である短期間勤務職員 1,140円 

リ 使用距離が片道40km以上45km未満である短期間勤務職員 1,295円 

ヌ 使用距離が片道45km以上50km未満である短期間勤務職員 1,455円 

ル 使用距離が片道50km以上55km未満である短期間勤務職員 1,615円 

ヲ 使用距離が片道55km以上60km未満である短期間勤務職員 1,775円 

ワ 使用距離が片道60km以上65km未満である短期間勤務職員 1,935円 

カ 使用距離が片道65km以上70km未満である短期間勤務職員 2,110円 

ヨ 使用距離が片道70km以上75km未満である短期間勤務職員 2,285円 

タ 使用距離が片道75km以上80km未満である短期間勤務職員 2,460円 

レ 使用距離が片道80km以上85km未満である短期間勤務職員 2,635円 

ソ 使用距離が片道85km以上90km未満である短期間勤務職員 2,810円 



ツ 使用距離が片道90km以上95km未満である短期間勤務職員 2,980円 

ネ 使用距離が片道95km以上100km未満である短期間勤務職員 3,150円 

ナ 使用距離が片道100km以上である短期間勤務職員 3,320円 

(3) 前条第1項第3号に掲げる短期間勤務職員 次に掲げる区分に応じた額 

イ 自動車等の使用距離が片道2km以上である短期間勤務職員及び自動車等の使用

距離が片道2km未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困

難である短期間勤務職員 総運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額 

ロ 総運賃相当額が前号に掲げる額（次号に定める駐車場等を利用し、その料金を

負担することを常例とする教職員（ハにおいて「駐車場等利用教職員」という。）

にあっては、その額に第17条の5第2項に定める額を加算した額）以上である短

期間勤務職員(イに掲げる短期間勤務職員を除く。) 第1号に掲げる額 

ハ 総運賃相当額が前号に掲げる額（駐車場等利用教職員にあっては、その額に第1

7条の5第2項に定める額を加算した額）未満である短期間勤務職員(イに掲げる

短期間勤務職員を除く。) 第2号に掲げる額 

(4) 前条第1項第2号又は第3号に掲げる短期間勤務職員で、自動車等の駐車のため

の施設（その所在地及び利用形態が第17条の5第1項に定める要件を満たすものに

限る。以下、「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例と

するもの（前号ロに定める短期間勤務職員を除く。）の通勤手当の額は、前2号の

規定にかかわらず、次に掲げる通勤手当の区分に応じ、それぞれに定める額とする。 

イ 駐車場等に係る通勤手当 駐車場等の料金に相当する額として第17条の5第2

項に定める額 

ロ イに掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2号の規定による額 

(5) 運賃等相当額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2号に

定める額及び第4号に定める額の合計額が55,000円を超える短期間勤務職員の通勤

手当の額は、前4項の規定にかかわらず、55,000円とする。 

(通勤手当の運賃相当額の算出の基準) 

第17条の4 前条第1項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の

事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運

賃の額によるものとする。 

2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそ

れぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正当な事由がある

場合は、この限りでない。 

3 運賃相当額は、現金で乗車券を購入する場合の運賃若しくは現金を直接支払って乗車

する場合の運賃の額とする。 

(駐車場等の要件及び駐車場等に係る通勤手当の額) 



第17条の5 第17条の3第4号に規定する駐車場等の要件は、次の各号のいずれにも該

当することとする。 

(1) 第17条の7の規定に基づき決定し、もしくは改定する手当額の基礎となる経路も

しくはこれに準ずるものとして学長が認める経路上にある交通機関の駅、停留所等

の周辺にある施設であること。 

(2) 短期間勤務職員が自転車を駐車するために使用する施設（自転車以外の自動車等

の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当

該自転車の駐車のための部分に限る。）でないこと。 

(3) その利用について短期間勤務職員の配偶者に料金を支払うこととなる施設又はこ

れに準ずるものとして学長が認める施設でないこと。 

2 第17条の3第4号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額（その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円）とする。 

(1) 一の駐車場等を利用する場合 勤務一日当たりの駐車場等の料金に相当する額を

250円とみなし、これに一雇用期間における勤務回数を乗じた額 

(2) 二以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号に定める額

を算出し、これを合計した額 

(通勤手当の届出) 

第17条の6 短期間勤務職員は、第17条の2の短期間勤務職員たる要件を具備する場合

は、通勤届によりその通勤の実情を学長に届け出るとともに、当該雇用期間終了後、

勤務回数の実績が分かる資料(以下「出勤簿の写し等」という。)を速やかに提出しなけ

ればならない。 

2 第17条の2第3項第2号に該当する場合又はその他の事情により、通勤手当の額の決

定において出勤回数から除外する日がある場合は、出勤簿の写し等にその旨を記載し

て提出しなければならない。 

(通勤手当の確認及び決定) 

第17条の7 学長は、短期間勤務職員から前条の規定による届出があったときは、その

届出に係る事実を確認し、その者が第17条の2の短期間勤務職員たる要件を具備する

ときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定しなければならない。 

2 通勤手当の額は、雇用期間の初日における第17条の2の短期間勤務職員たる要件が、

当該雇用期間の末日まで引き続くものとして決定する。 

3 学長は、第1項の規定により通勤手当の月額を決定したときは、その決定に係る事項

を通勤手当認定簿に記載するものとする。 

(超過勤務手当) 

第18条 第21条の規定により定められた所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ

た短期間勤務職員には、所定勤務時間を超えて勤務した時間に対して、勤務1時間に

つき、俸給に所定勤務時間を超えて勤務した次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそ



れぞれ当該各号に定める割合(その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合は、

その割合に100分の 25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

なお、次の第4号に掲げる勤務は、毎月1日を1か月の起算日として累計し、第16条

で規定する法定休日に係る勤務は累計対象外とする。 

(1) 第16条に規定する休日(第17条により振り替えられた休日を含む。)以外の日に

おける勤務であって、1週間につき38時間45分以内、1日につき7時間45分以内

(第10条の規定により1日の所定勤務時間が8時間と定められた日を除く。)におけ

る勤務 100分の100 

(2) 前号に掲げる日における勤務であって、前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の1

25 

(3) 前各号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135 

(4) 第1号及び第2号に掲げる勤務の累計が1か月60時間を超えた時点からの勤務 

100分の150 

(給与の減額) 

第19条 短期間勤務職員が所定勤務時間内において勤務しない場合(その勤務しない時間

が第21条の準用規定により勤務しないことの承認を受けた場合を除く。)は、俸給に勤

務しない期間の時間数を乗じて得た額を減額する。 

(俸給の改定) 

第 20 条 短期間勤務職員の俸給は、当該短期間勤務職員の雇用期間中に改定は行わない。 

(非常勤職員就業規則等の準用) 

第 21 条 短期間勤務職員の退職等、勤務条件、妊産婦の就業制限等、表彰、懲戒、服務、

発明・特許等、福利厚生、備品等の貸与は、非常勤職員就業規則第12条から第16条

（第13条を除く。）、第19条から第28条の2（第25条から第28条を除く。）、第3

0条から第52条の2（第51条及び第52条を除く。）までの規定を準用する。この場合

において、「非常勤職員」とあるのは「短期間勤務職員」と読み替えるものとする。 

(権限の委任) 

第22条 学長は、短期間勤務職員の就業に関し、その円滑な実施及び管理のために、そ

の権限を各部局長等に委任することができる。 

(補則) 

第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年3月31日規則第67号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 



附 則(平成21年3月27日規則第33号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項第6号について

は平成21年5月21日から施行する。 

附 則(平成22年3月26日規則第54号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年6月17日規則第74号) 

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。 

2 この規則の施行日の前日から引き続いて現に短期間勤務職員としてこの規則の適用を

受ける者については、なお従前のとおりとする。 

附 則(平成22年11月24日規則第91号) 

この規則は、平成22年11月24日から施行し、平成22年10月18日から適用する。 

附 則(平成24年3月21日規則第77号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月23日規則第14号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年11月25日規則第77号) 

この規則は、平成27年11月25日から施行し、平成27年10月18日から適用する。 

附 則(平成29年9月28日規則第85号) 

この規則は、平成29年9月28日から施行し、平成29年9月18日から適用する。 

附 則(令和元年9月12日規則第17号) 

この規則は、令和元年9月18日から施行する。 

附 則(令和2年3月25日規則第40号) 

この規則は、令和2年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年9月29日規則第61号) 

この規則は、令和4年9月29日から施行し、令和4年9月18日から適用する。 

附 則(令和5年9月28日規則第72号) 

この規則は、令和5年9月28日から施行し、令和5年9月18日から適用する。 

附 則(令和6年9月26日規則第49号) 



この規則は、令和6年9月26日から施行し、令和6年9月18日から適用する。 

附 則(令和7年9月25日規則第54号) 

この規則は、令和7年9月25日から施行し、令和7年9月18日から適用する。 

附 則(令和8年3月26日規則第20号) 

この規則は、令和8年4月1日から施行する。 


